
秋 田 県

水管理・国土保全局



令和2年度補正予算　河川事業（直轄・秋田県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

米代川 米代川 一般河川改修事業 510　
おおだてし

大館市

雄物川 雄物川下流 一般河川改修事業 2,000　
あきたし

秋田市

雄物川 雄物川上流 一般河川改修事業 1,245　
だいせんし

大仙市

子吉川 子吉川 一般河川改修事業 900　
ゆりほんじょうし

由利本荘市

雄物川 雄物川下流 河川激甚災害対策特別緊急事業 638　
あきたし

秋田市

雄物川 雄物川上流 河川激甚災害対策特別緊急事業 427　
だいせんし

大仙市

米代川 米代川 河川維持修繕事業 325　
おおだてし か こ う

大館市～河口

雄物川 雄物川下流 河川維持修繕事業 144　
あ き た し か こ う

秋田市～河口

雄物川 雄物川上流 河川維持修繕事業 467　
ゆ ざ わ し だいせんし

湯沢市～大仙市

子吉川 子吉川 河川維持修繕事業 84　
ゆ り ほ ん じ ょ う し か こ う

由利本荘市～河口

（※）事業費は、複数都府県に施工箇所が存在する場合、その合計額を記載している。



令和２年度補正予算　河川事業（補助・秋田県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

雄物川 新波川 床上浸水対策特別緊急事業 700　
あ き た し

秋田市

雄物川 斉内川 大規模特定河川事業 450　
だいせんし

大仙市

雄物川 新城川 大規模特定河川事業 100　
あ き た し

秋田市



秋田県

　令和２年度補正予算直轄ダム事業
（単位：百万円）

事業費は共同費である。

※工事諸費等を除く

堰堤維持事業 米代川森吉山ダム 30

多目的ダム建設事業 雄物川成瀬ダム 294

子吉川鳥海ダム 1,534

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

はちまんたいさんけい たまがわ みずさわ みずさわだい２さぼうえんてい せんぼくし たざわこおぼない

湯沢河川国道 火山砂防 八幡平山系 玉川 水沢 水沢第２砂防堰堤 仙北市 田沢湖生保内 砂防堰堤工 295

合計 1 箇所 295

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（秋田県　１／１）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



秋田県

　令和２年度補正予算直轄ダム事業（ゼロ国債）
（単位：百万円）

事業費は共同費である。

※工事諸費等を除く

多目的ダム建設事業 雄物川成瀬ダム 280

子吉川鳥海ダム 376

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

はちまんたいさんけい たまがわ きたひのきないがわ きたひのきないがわだい２さぼうえんてい せんぼくし たざわこおぼない

湯沢河川国道 火山砂防 八幡平山系 玉川 北桧木内川 北桧木内川第２砂防堰堤 仙北市 田沢湖生保内 砂防堰堤工 150

合計 1 箇所 150

事業費
（百万円）

備　考

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（秋田県　１／１）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



防災・安全交付金（河川事業）

秋田県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

支川下内川広域河川改修事
業

100,000

三種川広域河川改修事業 35,000
芋川広域河川改修事業 75,000

- 計 210,000
玉川流域治水対策河川改修
事業

70,000

横手川広域河川改修事業 50,000
淀川広域河川改修事業 20,000
雄物川圏域総合流域防災事
業（土買川）

20,000

桧内川流域治水対策河川改
修事業

5,000

特定構造物改築事業 30,000
米代川圏域総合流域防災事
業（福士川）

9,000

米代川圏域総合流域防災事
業（大湯川外14河川）

74,000

雄物川圏域総合流域防災事
業（太平川外28河川）

60,000

子吉川圏域総合流域防災事
業（芋川外2河川）

11,000

萩形ダム堰堤改良事業 155,000
早口ダム堰堤改良事業 147,000
鎧畑ダム堰堤改良事業 69,000
大松川ダム堰堤改良事業 90,000
皆瀬ダム堰堤改良事業 94,000

- 計 904,000

1,114,000

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

ハード・ソフト一体的な対策による氾濫リス
クの緩和および河川管理施設等の老朽化
対策（防災・安全）緊急対策

秋田県

頻発する災害へ対応し、安全・安心を確保
した生活基盤づくり（防災・安全）

秋田県

合計



防災・安全交付金（砂防事業）

秋田県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

上内町１通常砂防事業 秋田県 25,000
寺田川火山砂防事業 秋田県 24,750
愛宕急傾斜地崩壊対策事業 秋田県 23,750

雄物川圏域総合流域防災事業
（長寿命化計画）

秋田県 40,000

米代川圏域総合流域防災事業
（長寿命化計画）

秋田県 30,000

子吉川圏域総合流域防災事業
（長寿命化計画）

秋田県 10,000

- 計 153,500
前田沢通常砂防事業 秋田県 32,500

滝ノ沢２他３渓流通常砂防事業 秋田県 63,000

浅田沢１通常砂防事業 秋田県 4,000
浅田沢２通常砂防事業 秋田県 4,000
館ノ下沢通常砂防事業 秋田県 18,000
水上沢通常砂防事業 秋田県 15,000
東鮎川沢２火山砂防事業 秋田県 40,700
東鮎川沢３火山砂防事業 秋田県 22,000
神成地すべり対策事業 秋田県 14,000

雄物川圏域総合流域防災事業
（緊急改築）

秋田県 50,000

雄物川圏域総合流域防災事業
（緊急改築）

秋田県 150,000

米代川圏域総合流域防災事業
（緊急改築）

秋田県 150,000

子吉川圏域総合流域防災事業
（緊急改築）

秋田県 50,000

- 計 613,200

766,700

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

ハード対策施設の設置・改築等による土砂
災害対策推進（防災・安全）（重点）

ハード対策施設の設置・改築等による土砂
災害対策推進（防災・安全）

合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の意図と異
なる配分を妨げるものではない



防災・安全交付金（海岸事業（河川））

秋田県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

本荘海岸侵食対策事業 秋田県 40,500
- 計 40,500

40,500

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

頻発する災害へ対応し、安全・安心を確保
した生活基盤づくり（防災・安全）

合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない



防災・安全交付金（下水道事業）

秋田県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

秋田湾・雄物川流域　横手
処理区　処理場　地震対策

秋田県 88,000

秋田湾・雄物川流域　大曲
処理区　ポンプ場　地震対策

秋田県 29,500

秋田湾・雄物川流域　大曲
処理区　管渠等　地震対策

秋田県 10,000

秋田湾・雄物川流域　大曲
処理区　処理場　流域治水
対策

秋田県 5,000

秋田湾・雄物川流域　臨海
処理区　ポンプ場　地震対策

秋田県 183,000

秋田湾・雄物川流域　臨海
処理区　ポンプ場　流域治水
対策

秋田県 2,500

秋田湾・雄物川流域　臨海
処理区　管渠等　地震対策

秋田県 64,500

秋田湾・雄物川流域　臨海
処理区　処理場　地震対策

秋田県 199,500

秋田湾・雄物川流域　臨海
処理区　処理場　流域治水

秋田県 3,000

米代川流域　大館処理区
管渠等　地震対策

秋田県 14,400

米代川流域　大館処理区
処理場　地震対策

秋田県 32,000

- 計 631,400

631,400

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

安全・安心な生活環境の実現（防災・安
全）

合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない



秋田県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

下水道施設の整備 横手市 50,000
- 計 50,000

50,000

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

社会資本整備総合交付金（下水道事業）

横手市における住環境整備及び水質保全
の実現(重点計画)

合計
※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない


